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社会福祉法人 春日井市社会福祉協議会 

文 書 取 扱 規 程 

（平成20年規程第６号） 

 

第１章 総  則 

 （趣 旨） 

第１条 社会福祉法人春日井市社会福祉協議会（以下「本会」という｡）の文書等につ

いて必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

 （定 義） 

第２条 この規程において「文書等」とは、事務を処理するために職務上作成し、又

は取得した文書、図面及び電磁的記録（電子式方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られた記録をいう｡）をいう。 

 （事務処理の原則） 

第３条 事務処理は、次に掲げる場合を除き、文書等を作成して行うことを原則とす

る。ただし、第１号の場合においては、事後に文書等を作成するものとする。 

⑴ 意思決定と同時に文書等を作成することが困難である場合 

⑵ 処理に係る事案が軽微なものである場合 

２ 文書等の処理は、すべて正確かつ迅速に行い、常にその処理経過を明らかにし、

事務が能率的に運営されるようにしなければならない。 

 （事務局長の責務） 

第４条 事務局長は、常に課及び出先機関（以下「課等」という｡）における文書等事

務が適正かつ迅速に処理されるように努めなければならない。 

 （文書取扱主任者） 

第５条 課等に文書取扱主任者（以下「文書主任」という｡）を置く。 

２ 文書主任は、次に定める事項を処理する。  

⑴ 文書等事務の改善及び指導に関すること。  

⑵ 文書等の印刷に関すること。  

⑶ 文書等の発送に関すること。  

⑷ 文書等の整理及び保管に関すること。  

⑸ その他文書等事務に関すること。  
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３ 前項に定めるもののほか、総務課の文書主任は、次に定める事項を処理する。 

⑴ 課等における文書等の総括的な調整に関すること。  

⑵ 文書等の収受及び配付に関すること。 

第６条 課の文書主任は、課長をもって充て、出先機関の文書主任は、所長をもって

充てる。 

 （文書件名簿） 

第７条 文書等は、文書件名簿に文書等の名称、起案者の所属及び氏名、その他必要

な事項を記録管理するものとする。 

 

第２章 文書等の収受及び受付 

 （収受の事務） 

第８条 文書等は、総務課において収受する。  

２ 課等に直接到達した文書等は、前項の規定にかかわらず、課等の文書主任に回付

し、当該文書主任はこれを速やかに収受する。 

３ 勤務時間外に到達した文書等は、緊急の処理を必要とするものを除き、すべて当

該文書主任に引き継がなければならない。 

４ 料金が未納又は不足の文書は、その料金を支払い、収受することができる。 

 （収受した文書等の分類等） 

第９条 総務課において収受した文書等は、次に掲げるものを除き、開封することな

く事務局に備付けの文書整理棚（以下「文書整理棚」という｡）により整理するも

のとする。 

⑴ 郵便法（昭和22年法律第165号）に規定する特殊取扱郵便物（以下「特殊郵便

物」という｡） 

⑵ 電気通信事業法（昭和59年法律第86号）に規定する電報  

⑶ 配付先が明らかでないもの  

２ 特殊郵便物及び電報は、次項に規定する重要文書を除き、特殊郵便物等収受簿に

記録しておかなければならない。 

３ 配付先が明らかでないものは開封し、次により処理しなければならない。 

⑴ 異議申立、訴訟その他収受の日時が権利の得喪に関係の深いもの（以下「重要

文書」という｡）は、重要文書収受簿に記録し、取扱者がこれに認印すること。 
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⑵ 現金、金券、証券等（以下「金券等」という｡）が添付されているときは、金

券等配付簿に記録し、取扱者がこれに認印すること。 

⑶ その他の文書等については、文書整理棚により整理するものとする。 

 （文書等の配付） 

第10条 文書等は、次項に定めるものを除くほか、文書整理棚により課等の文書主任

に配付するものとする。  

２ 特殊郵便物、重要文書、金券等又は電報は、関係課等の文書主任に交付し、特殊

郵便物等収受簿、重要文書収受簿又は金券等配付簿に受領印を徴さなければならな

い。  

３ 複数の課等に関係のある文書等は、最も関係の深いと認められる課等の文書主任

に配付しなければならない。  

４ 他の課等に配付すべきものと認められる文書等の配付を受けた課等の文書主任は、

速やかに当該文書等を総務課に返付するものとし、総務課は、当該文書等の受領印

を抹消し、更に配付の手続を取らなければならない。  

５ 課等の文書主任は、文書等の配付を受けたときは、当該文書の左上部余白に受付

印を押印するとともに課等別に文書件名簿に記録しなければならない。  

６ 当該課等で開封した文書のうち重要文書又は金券等が添付されている文書は、当

該課等の文書主任が重要文書収受簿又は金券等配付簿に記録し、これに認印をしな

ければならない。 

７ 前項の重要文書又は金券等は、関係課等の取扱者に交付し重要文書収受簿又は金

券等配付簿に受領印を徴さなければならない。  

 

   第３章 文書の処理  

 （配付を受けた文書等の処理） 

第11条 課等の長は、文書等を自ら処理するものを除き、事務担当者に対し直ちに処

理するよう指示しなければならない。ただし、事務の性質上直ちに処理することが

できないときは、当該文書の上部余白に「一応供覧」と朱書して上司に供覧し、そ

の指示を受けなければならない。 

２ 重要又は異例の文書等については、その処理に先立って上司の指示を受けなけれ

ばならない。 
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 （起 案） 

第12条 事案を起案するときは、起案用紙によって行う。ただし、次に掲げるものの

うち、事務局長が認めるものについては、この限りでない。 

⑴ 当該収受文書の余白によるもの  

⑵ 一定の帳簿によるもの  

⑶ 法令等の規定により様式が定められているもの  

⑷ あらかじめ事務局長の承諾を受けた起案用紙によるもの  

２ 起案書（意思決定を受けるべき一切の文書をいう。以下同じ｡）には、起案理由そ

の他参考事項を付記し、必要があるときは、関係書類を添付しなければならない。

ただし、定例のもの又は簡易なものについては、これを省略することができる。 

 （文書の記号及び番号） 

第13条 文書には次に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。

ただし、書簡文及び法令で定められた様式についてはこの限りでない。 

⑴ 理事会及び評議員会に提出する事案の記号は、その区分により議案、認定、諮

問及び報告とし、番号は、それぞれの議案番号簿によること。 

⑵ 往復文書の記号は、年度に相当する数字及び春協の次に事務局長が別に定める

課等の略字を加えることとし、番号は文書件名簿によること。 

⑶ 同一事件に属する往復文書は、原則として完結するまで同一番号を用いること。 

２ 文書の番号は、毎年４月１日を起番として付するものとする。ただし、定款、規

則、規程その他暦年で処理することが適切であると認められる文書にあっては、毎

年１月１日を起番とする。 

 （起案書の記入事項等） 

第14条 起案用紙には、収受日、起案日、起案者名等必要な事項を記入し、又は記名

しなければならない。 

 （文書の発信者名） 

第15条 文書の発信者名は、原則として会長名を用いなければならない。ただし、本

会内文書その他軽易な文書については、本会名、副会長名、常務理事名、事務局長

名、課等の長名を用いることができる。 

 （決 裁） 

第16条 起案者は、その事案に関係のある職員に起案書を回議に供した後、所定の決
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裁権者の決裁を受けなければならない。 

２ 起案の内容が課等に関係を有する場合は、起案書を課等の長に合議しなければな

らない。 

３ 回議又は合議を受けた者において、回議又は合議を受けた事項に異議がある場合

は、起案に協議するものとする。この場合において、協議が整ったときは起案者に

おいて訂正又は再起案するものとし、協議が整わなかったときは異議がある者が異

議の要旨を記載した紙片を添付して主管課等の長に提出するものとする。 

４ 回議又は合議を受けた者は、起案書に記載された所定欄に押印しなければならな

い。 

５ 起案者は、起案書を訂正するときは、訂正箇所に押印しなければならない。 

６ 関係課等に合議した起案書が廃案になったときは、その旨当該課等に通知しなけ

ればならない。 

 （文書取扱いの原則） 

第17条 文書の回議又は合議は、必要最小限にとどめ、文書の回議又は合議を受けた

者は、遅滞なくこれを処理しなければならない。 

 （代決の方法） 

第18条 職員が代決しようとする場合は、決裁欄に代決の表示をし、押印しなければ

ならない。 

 （持回り決裁） 

第19条 起案書の内容が緊急を要するもの、重要なもの又は秘密を要するものである

ときは、持回りで回議及び合議をしなければならない。 

 

第４章 文書の施行 

 （文書の浄書等） 

第20条 決裁を終えた文書（以下「原議」という｡）で施行を要するものは、主管課等

において浄書等するものとする。 

 （文書の施行日） 

第21条 文書の施行日は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める日とする。 

⑴ 理事会及び評議員会に提出を要する議案 議案を理事会及び評議員会に提出
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する日 

⑵ 前号に掲げる文書以外の文書 その文書に係る事務を処理した日 

 （文書件名簿への記入） 

第22条 文書件名簿に記載されている文書等を施行するときは、文書主任は、文書件

名簿に処理経過を記入しなければならない。 

 （公印の押印等） 

第23条 発送文書は、社会福祉法人春日井市社会福祉協議会処務規程（平成20年社会

福祉法人春日井市社会福祉協議会規程第９号）第12条の定めるところにより公印を

押印しなければならない。 

２ 前項の規定かかわらず、次に掲げる文書については、原則として、公印の押印を

省略するものとする。 

⑴ 本会内文書  

⑵ 照会及び回答文書  

⑶ その他軽易な文書  

３ 発送文書のうち重要なものについては、原議にかけて契印するものとし、契約書

その他権利義務に関する重要な文書で２枚以上にわたるものについては、そのとじ

目に当該文書に押印した公印で割印するものとする。  

 （発送の手続き） 

第24条 課等で文書等を発送しようとするときは、切手受払簿に記録し、当該課等の

取扱者がこれに認印するとともに、社会福祉法人春日井市社会福祉協議会経理規程

（平成25年社会福祉法人春日井市社会福祉協議会規程第１号）第７条第２項に規定

する会計責任者の点検を受けなければならない。 

２ 発送しようとする文書等が書留、配達証明等特別取扱いを必要とするものは、切

手受払簿にその旨を記載しなければならない。 

 （発送の方法） 

第25条 前条の規定による文書等は、課等で発送を行うものとする。 

 （電子メール又はファクシミリによる施行） 

第26条 本会内文書その他事務局長が別に定めるものは、電子メールにより、又はフ

ァクシミリを使用して施行することができる。 
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第５章 文書等の整理、保管及び保存 

 （文書等整理の原則） 

第27条 文書等は、常に整理し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にし、重要なもの

は、天災地変に際して直ちに持ち出せるようにあらかじめ準備しなければならない。 

 （文書等の整理） 

第28条 文書主任は、文書分類基準表（別表第１）に従って文書等の管理及び整理を

行うものとする。 

２ 完結した文書は分類、保存年限等について確認の上、当該文書及び文書件名簿に

完結年月日を記入して整理しなければならない。 

３ 完結文書等は、当該完結文書の種類、性質等に応じた適当なファイルに収納し、

事業の処理が完結する日の属する年度の末日までに課等の長が指定する場所に整

理し、保管しなければならない。 

 （未処理文書の整理） 

第29条 未処理文書は、担当者各人別の懸案ホルダーに収め、課等内の所定場所に保

管し常に文書等の所在を明らかにしておかなければならない。 

 （保存期間等） 

第30条 文書等の保存期間は、次のとおりとする。ただし、法令に特別の定めのある

ものについては、その定めるところによる。 

⑴ 30年  

⑵ 10年  

⑶ ５年  

⑷ ３年  

⑸ １年  

２ 課等の長は、文書保存期間基準表（別表第２）に基づき、文書等の保存期間を設

定しなければならない。 

３ 文書等の保存期間は、文書等が完結した日の属する年度の翌年度の初日（暦年に

より処理する文書等にあっては、文書等が完結した日の属する年の翌年の初日）か

ら起算する。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、常時使用する文書等（以下「常用文書」

という｡）については、課等で保管するものとする。 
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５ 前項の場合において、常用文書としての取扱いが必要でなくなったときは、第１

項及び第２項の規定を適用する。 

 （文書等の編さん等） 

第31条 文書等の編さんは、年度（暦年で処理した方が適切であると認められる文書

等は、暦年）によるものとする。ただし、常用文書については、この限りでない。 

２ 編さんした文書等には、巻頭に索引目次を付さなければならない。ただし、その

文書等の内容から索引目次を付ける必要がないと認められるものについては、この

限りでない。 

 （文書等の保存等） 

第32条 課等の長は、現年度（暦年で処理する文書等にあっては、現年）文書等のう

ち、次年度にわたり保管する必要のない文書等を廃棄し、保存を必要とする文書等

（常用文書を除く｡）を移し換えしなければならない。 

２ 課等の長は、前年度（暦年で処理する文書等にあっては、前年）文書等のうち、

１年保存文書等を廃棄し、２年以上保存を必要とする文書等については、第30条第

１項に規定する保存年限ごとに整理し、保存文書目録を作成の上、当該課等で保存

しなければならない。 

３ 事務局長は、毎年１回以上文書整理期間を設け、その期間中に各課等の長に文書

等の置き換えを行わせるものとする。 

 （保存文書等の整理及び貸出し） 

第33条 課等の長は、保存文書等を必要に応じて取り出せるよう、常に整理しておか

なければならない。 

２ 保存文書等を閲覧し、又は借覧しようとする者は、当該課等の長の許可を得なけ

ればならない。 

３ 閲覧又は借覧文書は、課等外持出し等をしてはならない。ただし、課等の長の許

可を得たときは、この限りでない。 

 （保存文書等の廃棄） 

第34条 課等の長は、保存期間の満了した文書等を保存文書目録に従って、当該文書

等を廃棄するものとする。 

２ 廃棄年月日の到来した文書等のうち、引き続き保存する必要があると課等の長が

認めるときは、事務局長と協議して当該文書等の保存期間を延長することができる。 
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第６章 補  則 

 （委 任） 

第35条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。 

 

   附 則 （平成20年規程第６号） 

 （施行期日） 

この規程は、平成20年10月１日から施行する。 

   附 則 （平成24年規程第２号） 

 この規程は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 （平成25年規程第３号） 

 この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 （平成26年規程第４号） 

 この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 （平成31年規程第４号） 

 この規程は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則 （令和２年規程第３号） 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 （令和３年規程第２号） 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 
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別表第１（第28条関係） 

基本分類       文 書 分 類 基 準 表 
   中分類 
 
大分類 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

00 共通 一般         
 

01 総務課 一般 経理 法人 
運営 

人事 研修 給与 福利 子ども
の家 

 

02 
地域支援
課 一般 経理 

地域 
活動 

ボランティ
アセンター 

災害 
救援     

03 
福祉サー
ビス課 

一般 経理 
在宅生
活支援 

サービス利
用支援 

権利 
擁護 

    

04 
総合支援
課 一般 経理 

地域包
括支援 

基幹相
談支援 

生活困
窮者支
援 

    

11 母子の家 一般 経理 施設 事業 利用者     

12 
総合福祉
センター 

一般 経理 施設 事業 利用者     

13 福祉の里 一般 経理 施設 事業 利用者     

15 
第一希望
の家 一般 経理 施設 

生活 
介護 

児童発
達支援
センター 

第１号
通所事
業 

   

16 
第二希望
の家 

一般 経理 施設 
生活 
介護 

児童発
達支援 

    

17 
福祉作業
所 

一般 経理 施設 
生活 
介護 

就労継
続支援 
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別表第２（第30条関係） 

文 書 保 存 期 間 基 準 表 

保存期間 該 当 と な る 文 書 等 

30年保存 １ 定款、規程の改正又は廃止その他の案件を理事会及び評議員会に提出するための決裁

文書 

２ １に掲げるものの他、本会の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書 

３ 本会を当事者とする訴訟の判決書 

４ 経理規程第53条に規定する固定資産の処分の制限等を行うための決裁文書 

５ 栄典又は表彰等を行うための決裁文書 

６ １から５までに掲げるものの他、実施機関がこれらの文書と同程度の保存期間が必要

であると認めるもの 

10年保存 １ 行政機関等の通知等により法人及び施設運営上の重要な事項に係る意思決定を行う

ための決裁文書（30年保存の２に該当するものを除く｡） 

２ 苦情申立てに対する決裁又は決定その他の処分を行うための決裁文書 

３ 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書 

４ １から３までに掲げるものの他、実施機関がこれらの文書と同程度の保存期間が必要

であると認めるもの（30年保存に該当するものを除く｡） 

５年保存 １ 入所者、利用者等の受入、処遇等に関する文書であって、入所、利用等を中止した者

に関する文書で特に重要なもの 

２ １に掲げるものの他、法人及び施設運営に係る意思決定を行うための決裁文書（30

年保存、10年保存、３年保存又は１年保存に該当するものを除く｡） 

３ 予算、決算その他会計に係る文書 

４ 文書の収受及び発送に関する帳簿又は文書等の廃棄等が記録された帳簿 

５ １から４までに掲げるものの他、実施機関がこれらの文書と同程度の保存期間が必要

であると認めるもの（30年保存又は10年保存に該当するものを除く｡） 

３年保存 １ 入所者、利用者の処遇等に関する決裁、記録文書で重要なもの（５年保存に該当する

ものを除く｡） 

２ 法人及び施設運営上の定期的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書（30年保

存、10年保存、５年保存又は１年保存に該当するものを除く｡） 

３ 職員の勤務の状況が記録されたもの 

４ １から３までに掲げるものの他、実施機関がこれらの文書と同程度の保存期間が必要

であると認めるもの（30年保存、10年保存又は５年保存に該当するものを除く｡） 

１年保存 １ 入所者、利用者等の処遇等に関する決裁、記録文書（５年保存又は３年保存に該当す

るものを除く｡） 

２ 法人及び施設運営上の軽易な事務に係る意思決定を行うための決裁文書（30年保存、

10年保存、５年保存又は３年保存に該当するものを除く｡） 

３ １及び２に掲げるものの他、実施機関がこれらの文書と同程度の保存期間が必要であ

ると認めるもの（30年保存、10年保存、５年保存又は３年保存に該当するものを除く｡） 
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